
総合評価一般競争入札への参加資格がなかった入札参加希望者一覧 

 

 

件 名    大師地区複合施設整備等事業 

 

事業場所   川崎市川崎区東門前２－１－１ 

 

入札参加希望者名 理由 

株式会社 興建 入札参加者に必要な資格に関する事項（２）ア（ウ）に該当した

ため 

KYTT グループ 入札参加者に必要な資格に関する事項（２）イ（カ）ｃ の要件

を満たさないため 

 

入札参加者に必要な資格に関する事項 

(1) 入札参加希望者の構成等 

ア 本事業の入札参加希望者は、本施設の施設整備事業管理業務を行う者、設計業務を

行う者、工事監理業務を行う者、建設業務を行う者、解体撤去業務を行う者及び施設

保守管理業務を行う者等により構成されるグループとする。なお、施設整備事業管理

業務を行う者は一者に限るが、施設整備事業管理業務を除く業務については、複数の

者が業務を行うことを妨げない。また、同一の者が複数の業務を兼ねて行うことを妨

げないが、同一の者又はその者の子会社又は親会社が、建設業務を行う者と工事監理

業務を行う者を兼ねることはできない（｢子会社｣とは、会社法（平成 17年法律第 86

号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12号）第３条の規定に

よる子会社をいい、「親会社」とは、同法第２条第４号及び同規則第３条の規定によ

る親会社をいう。以下、同じ。）。 

イ 入札参加希望者は、参加表明書提出時に、本施設の施設整備事業管理業務を行う者

を「代表企業」と定め、必ず当該代表企業が応募手続を行うこと。 

ウ 入札参加希望者は、本件入札の手続において落札者となった場合には、構成企業が

本市との間で「大師地区複合施設等整備事業に関する基本協定」（以下「基本協定」

という。）を締結すること。 

エ 入札参加希望者は、本件入札の手続において落札者となった場合には、基本協定に

基づき、代表企業が本市との間で「大師地区複合施設整備等に関する事業契約」を締

結すること。 

オ 入札参加希望者は、本件入札の手続において落札者となった場合には、基本協定に

基づき、施設保守管理業務を行う者（複数の構成企業が当該業務を担う場合は、統括

する構成企業）が本市との間で「大師地区複合施設保守管理に関する業務委託契約」



を締結すること。 

カ 本件入札における参加資格要件の有無を確認するための資料の提出期限日以降に

おいては、構成企業の変更及び追加を認めないものとする。ただし、特段の事情があ

ると本市が判断した場合は、代表企業及び施設保守管理業務を行う者（複数の構成企

業が当該業務を担う場合は、統括する構成企業）以外の構成企業について変更を認め

る場合がある。なお、この場合においても、変更後の当該企業が本件入札参加資格確

認基準日における参加資格要件を満たしていなければならないものとする。 

キ 一のグループの構成員は、他のグループの構成員になることはできない。また、 

一のグループの構成員の子会社又は親会社は、他のグループの構成員として参加す

ることはできない。 

 

(2) 入札参加希望者の参加資格要件 

ア 共通の要件 

次のいずれかに該当する者は入札参加希望者になれない。 

(ｱ) 法人でない者 

(ｲ) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当する者 

(ｳ) 参加表明書の受付締切日から入札時の提出書類（以下「提案書」という。）の提

出締切日までの間において、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による市

の指名停止措置を受けている者 

(ｴ) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の

申立てがなされている者（更生計画が認可された者（建設業務を行う者にあっては、

これらの手続開始の決定後に受けた経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知

書を有し、かつ、更生計画が認可された者）を除く。） 

(ｵ) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続開始の

申立てがなされている者（再生計画が認可された者（建設業務を行う者にあっては、

これらの手続開始の決定後に受けた経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知

書を有し、かつ、再生計画が認可された者）を除く。） 

(ｶ) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産の申立てがなされている者 

(ｷ) 会社法第 511 条の規定により特別清算開始の申立てがなされている者 

(ｸ) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）

第８条第２項第１号に掲げる処分を受けていないこと 

(ｹ) 川崎市暴力団排除条例（平成 24 年川崎市条例第５号）第７条に基づき、次のａ

からｇまでのいずれかに該当する者 

ａ 自らが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団である者 

ｂ 自らの役員等が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員である者又は暴



力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

ｃ 自らの経営に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

（以下「暴力団関係者」という。）が実質的に関与している者 

ｄ 自ら又は自らの役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用する

等をしている者 

ｅ 自ら又は自らの役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金を供給し、若し

くは便宜を供与する等積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与し

ている者 

ｆ 自ら又は自らの役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき

関係を有している者 

ｇ 自ら又は自らの役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、こ

れを不当に利用する等をしている者 

(ｺ) 手形交換所における取引停止処分を受けている者、主要な取引先から取引停止

を受けている者及び経営状態が著しく不健全である法人 

(ｻ) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人 

a 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

いる者 

b 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取

り扱われている者 

c 禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過し

ない者 

d 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が a

から cまでのいずれかに該当するもの 

(ｼ) 子会社又は親会社が(ｴ)から(ｻ)までのいずれかに該当する法人 

(ｽ) 直近の３営業年度において、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している法人 

(ｾ) 直近の３営業年度において、川崎市税を滞納している法人 

(ｿ) 市が本件入札に関して設置する「大師地区複合施設整備事業の事業者選定に関

する附属機関」（以下「附属機関」という。）の委員が属する企業又はその企業の子

会社若しくは親会社 

(ﾀ) 市が、本事業についてアドバイザリー業務を委託している株式会社浜銀総合研

究所及び株式会社浜銀総合研究所から本検討の業務の一部を委託している企業並

びにこれらの企業の子会社又は親会社 

イ 業務別の要件 

  施設整備事業管理業務を行う者、設計業務を行う者、工事監理業務を行う者、建設



業務を行う者、解体撤去業務を行う者及び施設保守管理業務を行う者は、上記アの要

件のほか、次の要件をそれぞれすべて満たすこと。 

なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加業種（種目）に登載のない者も含

む。）は、財政局資産管理部契約課に所定の様式により資格審査申請を本件入札参加

資格基準日までに行うこと。市の令和５・６年度競争入札参加資格有資格者名簿への

登録の要件については、参加資格確認基準日において申請中であり、次の更新時に登

録された場合は認めるものとする。 

(ｱ) 施設整備事業管理業務を行う者 

a 市の令和５・６年度競争入札参加資格有資格者名簿に登録されていること。 

b ２階建て以上で延べ面積 2,000 ㎡以上の規模を有する施設について、次の①又

は②の実績を有していること。 

① 施設の譲渡（ＢＴ方式の他、設計段階から事業に携わった工事の請負を含む） 

② 設計業務を行う者の要件又は建設業務を行う者の要件を満たした上で、公共

施設の委託業務又は請負工事の受注実績を有する 

(ｲ) 設計業務を行う者 

設計業務を行う者が複数の場合、そのうちの１者は以下の条件を全て満たすもの

とする。 

a 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所

の登録を行っていること。 

b 川崎市契約規則（昭和 39 年川崎市規則第 28 号）第３条第１項に定める有資格

者名簿（令和５・６年度競争入札参加資格有資格者名簿）（以下「令和５・６年度

競争入札参加資格有資格者名簿」という。）において、業種「建築設計」に登録さ

れていること。 

c 平成 21(2009)年４月１日以降から参加表明書の受付締切日までの間に完了した

設計業務で、次の①かつ②の新築工事の実施設計実績を有していること。ただし、

①と②は同一物件であっても、それぞれ別の物件であっても構わない。 

① ２階建て以上で延べ面積 2,000 ㎡以上の規模を有する施設 

② 本事業で整備される機能等を提供する類似の公共施設（児童福祉施設、 

老人福祉施設、コミュニティセンター、図書館、スポーツ施設、庁舎、学校

など） 

(ｳ) 監理業務を行う者 

監理業務を行う者が複数の場合、そのうちの１者は以下の条件を全て満たすも

のとする。 

a 建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 

b 川崎市契約規則第３条第１項に定める有資格者名簿（令和５・６年度競争入札参

加資格有資格者名簿）（以下「令和５・６年度競争入札参加資格有資格者名簿」と



いう。）において、業種「建築設計」に登録されていること。 

c 平成 21(2009)年４月１日以降から参加表明書の受付締切日までの間に完了した

監理業務で、次の①かつ②の新築工事の実績を有していること。ただし、①と②

は同一物件であっても、それぞれ別の物件であっても構わない。 

① ２階建て以上で延べ面積 2,000 ㎡以上の規模を有する施設 

② 本事業で整備される機能等を提供する類似の公共施設（児童福祉施設、 

老人福祉施設、コミュニティセンター、図書館、スポーツ施設、庁舎、学校

など） 

(ｴ) 建設業務を行う者 

建設業務を行う者が複数の場合、そのうちの１者は以下の条件を全て満たすも

のとする。 

a 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 15 条の規定に基づく建築工事業に係る

特定建設業の許可を有していること。 

b 市の令和５・６年度競争入札参加資格有資格者名簿において、業種「建築」種目

「一般建築」に登録されていること。また、経営事項審査の総合評定値が 920 点

以上の者であること。 

c 平成 21(2009)年４月１日以降から参加表明書の受付締切日までの間に完成した

新築工事で、次の①かつ②の施設の施工実績（元請に限る。）を有していること。

ただし、①と②は同一物件であっても、それぞれ別の物件であっても構わない。

共同企業体の構成員として履行した実績も認めるが、その出資割合が総支出額の

５分の１以上で、その内容が契約書の写しの提出等で証明できる場合に限る。 

① ２階建て以上で延べ面積 2,000 ㎡以上の規模を有する施設 

② 本事業で整備される機能等を提供する類似の公共施設（児童福祉施設、 

老人福祉施設、コミュニティセンター、図書館、スポーツ施設、庁舎、学校な

ど） 

(ｵ) 解体撤去業務を行う者 

解体撤去業務を行う者が複数の場合、そのうちの１者は以下の条件を全て満た

すものとする。 

a 建設業法第 15条の規定に基づく建築工事業に係る特定建設業の許可を有してい

ること。 

b 市の令和５・６年度競争入札参加資格有資格者名簿において、業種「解体」に登

録されていること。 

c 平成 21(2009)年４月１日以降から参加表明書の受付締切日までの間に完了した

工事で、次の①の施設の解体実績（元請に限る。）を有していること。また、共

同企業体の構成員として履行した実績も認めるが、その出資割合が総支出額の

５分の１以上で、その内容が契約書の写しの提出等で証明できる場合に限る。 



① ２階建て以上で延べ面積 1,000 ㎡以上の規模を有する施設 

(ｶ) 施設保守管理業務を行う者 

        施設保守管理業務を行う者が複数の場合、そのうちの１者は a及び cの条件を

満たすものとする。 

a 市の令和５・６年度競争入札参加資格有資格者名簿において、業種「施設維持管

理」に登録されていること。 

b 施設保守管理業務を実施するにあたって必要な資格（許可、登録、認定等）を有

すること。なお、施設保守管理業務を行う者が複数の場合は、そのうちの１者が

必要な資格を満たせばよいものとする。 

c 平成 21(2009)年４月１日以降から参加表明書の受付締切日までの間に２階建て

以上で延べ面積 1,000 ㎡以上の規模を有する施設に関する継続した３年以上の維

持管理実績を有していること。 

  

 
 
 


